
 

 
同時発表：総合政策局運輸審議会審理室 

令和４年１１月１日 

近 畿 運 輸 局 鉄 道 部 
 

南海電気鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃の 

上限変更認可申請について審議を開始します 

 

標記事案について、令和４年１０月３１日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問

がありました。今後、複数回の審議を経て答申を行う予定です。 

 

また、運輸審議会は、標記事案を審議するに当たり一般公述人の様々な意見を聴いた上で

判断を行うため、国土交通省設置法第２３条の規定に基づき職権で公聴会を開催することを

決定しました。 

なお、公聴会は本年１２月ごろに大阪府で開催することを予定しておりますが、その開催

日、会場、公述及び傍聴の申込み受付等の詳細は後日、改めてお知らせします。 

 

○運輸審議会について 

運輸審議会は国家行政組織法第８条に基づく審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣

の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から

各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。 

公聴会を除く審議は非公開で行いますが、配付資料及び議事概要については答申後、運輸審議

会のホームページにて公表予定です。 

 

 

  

 運輸審議会は標記事案について、今後答申に向けて複数回の審議を行います。また、審

議に当たって公聴会を開催することを決定しました。 

[運輸審議会における審議に関する問合せ先] 

総合政策局運輸審議会審理室 宮田、佐藤 

直通：03-5253-8810 

[旅客運賃の上限変更の認可申請に関する問合せ先] 

鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 尾﨑、石垣 

（代表）03-5253-8111（内線 40652,40634） 

（直通）03-5253-8543 



 

○国土交通省告示第１０８９号 

 

 運輸審議会一般規則（昭和２７年運輸省令第８号）第１５条第１項の規定によ

り、次のとおり運輸審議会件名表に登載された。 

 

令和４年１１月１日 

 

                                              国土交通大臣 斉藤 鉄夫 

 

事 案 番 号 令４第４００５号 

事案の種類 鉄道の旅客運賃の上限変更認可 

申請事業者 南海電気鉄道株式会社 

事案の内容 すべての運賃は消費税及び地方消費税を含んだ額である。 

１ 鉄道の普通旅客運賃 

  現行の運賃の上限を次のとおり変更する。 

  南海線（南海本線、高師浜線、空港線、多奈川線、加太線及び和歌

山港線をいう。以下同じ。）及び高野線 

３キロメートルまで１８０円、３キロメートルを超え７キロメート

ルまで２４０円、７キロメートルを超え１１キロメートルまで２９

０円、１１キロメートルを超え１５キロメートルまで３７０円、１

５キロメートルを超え１９キロメートルまで４２０円、１９キロメ

ートルを超え２３キロメートルまで４９０円、２３キロメートルを

超え２７キロメートルまで５４０円、２７キロメートルを超え３１

キロメートルまで６１０円、３１キロメートルを超え３９キロメー

トルまでの部分４キロメートルまでを増すごとに４０円加算、３９

キロメートルを超え４９キロメートルまでの部分５キロメートル

までを増すごとに５０円加算、４９キロメートルを超え５４キロメ

ートルまで８５０円、５４キロメートルを超え５９キロメートルま

で８８０円、５９キロメートルを超え６４キロメートルまで９３０

円、６４キロメートルを超え７４キロメートルまでの部分５キロメ

ートルまでを増すごとに４０円加算、７４キロメートルを超え８０

キロメートルまで１，０６０円、８０キロメートルを超え８６キロ

メートルまで１，０９０円、８６キロメートルを超え９８キロメー

トルまでの部分６キロメートルまでを増すごとに５０円加算、９８

キロメートルを超え１０４キロメートルまで１，２３０円、１０４

キロメートルを超え１１０キロメートルまで１，２８０円、１１０

キロメートルを超え１２８キロメートルまでの部分６キロメート

ルまでを増すごとに４０円加算 



 

 

２ 鉄道の定期旅客運賃 

  現行の運賃の上限を次のとおり変更する。 

 通勤定期旅客運賃（１か月） 

 南海線及び高野線 

  １キロメートルまで５，１００円、１キロメートルを超え４キロメ

ートルまでの部分１キロメートルまでを増すごとに８８０円加

算、４キロメートルを超え７キロメートルまでの部分１キロメー

トルまでを増すごとに７７０円加算、７キロメートルを超え１１

キロメートルまでの部分１キロメートルまでを増すごとに６６０

円加算、１１キロメートルを超え１９キロメートルまでの部分１

キロメートルまでを増すごとに６３０円加算、１９キロメートル

を超え２３キロメートルまでの部分１キロメートルまでを増すご

とに５２０円加算、２３キロメートルを超え２７キロメートルま

での部分１キロメートルまでを増すごとに４６０円加算、２７キ

ロメートルを超え３１キロメートルまでの部分１キロメートルま

でを増すごとに３８０円加算、３１キロメートルを超え３４キロ

メートルまでの部分１キロメートルまでを増すごとに３２０円加

算、３４キロメートルを超え３８キロメートルまでの部分１キロ

メートルまでを増すごとに２５０円加算、３８キロメートルを超

え４４キロメートルまでの部分１キロメートルまでを増すごとに

１６０円加算、４４キロメートルを超え７０キロメートルまでの

部分１キロメートルまでを増すごとに１１０円加算、７０キロメ

ートルを超え７５キロメートルまで２９，０６０円、７５キロメー

トルを超え１００キロメートルまでの部分５キロメートルまでを

増すごとに１００円加算 

 

  通学定期旅客運賃（１か月） 

南海線及び高野線 

  １キロメートルまで１，５５０円、１キロメートルを超え３キロメ

ートルまでの部分１キロメートルまでを増すごとに４５０円加

算、３キロメートルを超え５キロメートルまでの部分１キロメー

トルまでを増すごとに４２０円加算、５キロメートルを超え７キ

ロメートルまでの部分１キロメートルまでを増すごとに３５０円

加算、７キロメートルを超え１１キロメートルまでの部分１キロ

メートルまでを増すごとに２６０円加算、１１キロメートルを超

え１４キロメートルまでの部分１キロメートルまでを増すごとに

１６０円加算、１４キロメートルを超え１７キロメートルまでの

部分１キロメートルまでを増すごとに１３０円加算、１７キロメ



 

ートルを超え１９キロメートルまでの部分１キロメートルまでを

増すごとに５０円加算、１９キロメートルを超え２６キロメート

ルまでの部分１キロメートルまでを増すごとに３０円加算、２６

キロメートルを超え４３キロメートルまでの部分１キロメートル

までを増すごとに２０円加算、４３キロメートルを超え６５キロ

メートルまでの部分２キロメートルまでを増すごとに２０円加

算、６５キロメートルを超え７５キロメートルまでの部分５キロ

メートルまでを増すごとに２０円加算、７５キロメートルを超え

１００キロメートルまでの部分５キロメートルまでを増すごとに

１０円加算 

 


